
 

 

 

 

 

 

第２回定期試験が終わり、１学期もあと 1か月となりました。今週は試験の結果も返って 
きたことと思います。試験への取組を振り返るとともに、夏休み中に取り組むべき課題を早
く見つけるためにも、１学期のうちに必ず学校で学習した範囲の復習をしておきましょう。 
さて、暑い真夏のような日が続いています。毎年熱戦、熱演がくり広げられる中体連夏季
大会やコンクールも早い種目は約１週間後に迫ってまいりました。大会やコンクールのある
部活動も、そうでない部活動もそれぞれの目標に向けて熱心に活動をしています。 

 
          夏休み前の生活について 
定期試験も終わり、次は夏休みということで、気分的にウキウキとした感じになっている

子どもたちも少なくはないと思います。夏休みまで、残り 1 か月ですが授業の内容は、先に

進んでいきます。2 学期の定期試験の範囲になりますので、これまで同様しっかりと授業に

集中して臨んだり、家庭での学習に取り組んでほしいと思います。 

また、特に夏休み前のこの時期は、校外での生活について地域の皆様からご指摘をい

ただくことがしばしばあります。 

以下のようなことがないように、注意をしてほしいと思います。 

・遊泳禁止の場所で、中学生が川に入って遊んでいる。 

・公園で火遊び、危険な花火やバクチクをしている。 

・店舗の中（イートインコーナー等）で、大声でしゃべったりゴミを散らかしたりしている。 

・歩道を自転車で走行しているにもかかわらず、併走して危険である。 

・他人の許可されていない敷地、一般道路でスケートボードをしている。 

お子様の学校外の生活になりますが、学校でも指導を行っていきます。これらの事案は、

法的に違反していることや社会でのモラルの問題等でもありますし、川や池での水難事故

や交通事故など重大な事故がおこってしまっては取り返しのつかないことにもなりかねま

せん。お子様の始業前や放課後、休日の生活については、ご家庭の管理になりますので、

各ご家庭におかれましても、学校外でのお子様の生活の様子についてご確認いただき、何

卒ご留意いただきますよう、お願いいたします。 

 

闇バイトの危険性について 

中学校に入学し、自分自身のスマートフォンを持つ生徒が増える中、SNS 等を使用する

ことで起こる生徒間のトラブルや生徒が第 3 者の大人から被害にあうことに備え、本校に

おいても SNS や携帯電話の使い方について指導を行っています。しかしながら、子ども

たちがネットを無防備に利用することにより、深刻な被害や事態を引き起こすことがありま

す。その深刻な被害や事態の１つに、中学生が巻き込まれる「闇バイト」があります。近年、

「闇バイト」という言葉をニュース等で聞くことがありますが、「闇バイト」とは、ＳＮＳやインタ
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ーネット掲示板などで、仕事の内容を明らかにせずに、短時間で著しく高額な報酬の支払

いを受け取れるなどと甘い言葉で誘い、特殊詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯など、

犯罪組織の使い捨てとなる実行者を「アルバイト」と称して募集する犯罪行為のことを言い

ます。２０２３年、千葉県で女子中学生が特殊詐欺の現金を引き出す“出し子”の仕事を引

き受け、窃盗容疑で逮捕された事案、２０２４年には関東に住む少年が山口県での強盗予

備容疑で逮捕された事案などがその例です。そもそも中学生はアルバイトはできませんが、

ＳＮＳやインターネット掲示板から軽い気持ちで“闇バイト”から犯罪に加担する、させられる

ことのないようにしましょう！また、ご家庭でも注意喚起をしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の皆様に伐採作業をお世話になっています 

日ごろから地域ボランティアの皆様には、本校敷

地内の除草や樹木の伐採作業でお世話になって

います。昨年度末より、校内の林齢の進んだ樹木の

伐採をしていただいていますが、特に 5 月からは、

第2グラウンドのコンテナ裏の樹木の伐採をしてい

ただいています。樹木伐採により、サルの侵入防止

やコンテナ内のカビ防止が期待されます。伐採作

業に関わっていただいております地域のボランティ

アの皆様、本当にありがとうございます。 


